
平
成
十
九
年
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経

済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
三
号

食
品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者
の
定
期
の
報
告

に
関
す
る
省
令

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
九
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
食
品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者
の
定
期
の
報
告

に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
期
の
報
告
）

第
一
条
　
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
は
、
毎
年
度
六
月
末
日
ま
で
に
、
別

記
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
条
　
法
第
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
前
年
度
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
（
次
の
算
式
に
よ
っ
て

算
出
さ
れ
る
値
を
い
う
。
）

算
式

Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ
＋
Ｅ

算
式
の
符
号

Ａ
　
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
の
実
施
量
（
事

業
活
動
に
伴
い
生
じ
た
食
品
廃
棄
物
等
の
う

ち
、
特
定
肥
飼
料
等
の
原
材
料
と
し
て
利
用
さ

れ
た
食
品
循
環
資
源
の
量
及
び
特
定
肥
飼
料
等

の
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
譲
渡
さ
れ

た
食
品
循
環
資
源
の
量
の
合
計
量
を
い
う
。
第

四
号
Ｆ
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｂ
　
食
品
循
環
資
源
の
熱
回
収
の
実
施
量
（
事
業

活
動
に
伴
い
生
じ
た
食
品
廃
棄
物
等
の
う
ち
、

法
第
二
条
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
と
し
て
熱
を
得
る
こ
と
に
利
用

さ
れ
た
食
品
循
環
資
源
の
量
及
び
同
項
第
二
号

に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
熱

を
得
る
こ
と
に
利
用
す
る
た
め
に
譲
渡
さ
れ
た

食
品
循
環
資
源
の
量
の
合
計
量
を
い
う
。
第
四

号
Ｇ
及
び
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｃ
　
食
品
廃
棄
物
等
の
減
量
の
実
施
量
（
事
業
活

動
に
伴
い
生
じ
た
食
品
廃
棄
物
等
の
う
ち
、
法

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
減
少

し
た
食
品
廃
棄
物
等
の
量
を
い
う
。
第
四
号
Ｈ

及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｄ
　
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
以
外
の
実
施

量
（
事
業
活
動
に
伴
い
生
じ
た
食
品
廃
棄
物
等

の
う
ち
、
特
定
肥
飼
料
等
以
外
の
製
品
の
原
材

料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
食
品
循
環
資
源
の
量
及

び
特
定
肥
飼
料
等
以
外
の
製
品
の
原
材
料
と
し

て
利
用
す
る
た
め
に
譲
渡
さ
れ
た
食
品
循
環
資

源
の
量
の
合
計
量
を
い
う
。
第
四
号
Ｉ
に
お
い

て
同
じ
。
）

Ｅ
　
食
品
廃
棄
物
等
の
廃
棄
物
と
し
て
の
処
分
の

実
施
量

二
　
売
上
高
、
製
造
数
量
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
伴
い

生
ず
る
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接
な
関
係
を

も
つ
値

三
　
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
原
単
位
（
第
一
号
に
掲
げ

る
量
を
前
号
に
掲
げ
る
値
で
除
し
て
得
た
値
を
い

う
。
）

四
　
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
の
実
施
量
（
平
成
十

九
年
度
（
平
成
二
十
年
度
以
降
に
新
た
に
食
品
関
連

事
業
者
の
事
業
を
開
始
し
た
場
合
又
は
食
品
関
連
事

業
者
が
合
併
、
分
割
、
相
続
若
し
く
は
譲
渡
に
よ
り

他
の
食
品
関
連
事
業
者
か
ら
当
該
事
業
者
の
事
業
を

承
継
し
た
場
合
に
は
、
当
該
事
業
を
開
始
し
た
日
の

属
す
る
年
度
又
は
合
併
、
分
割
、
相
続
若
し
く
は
譲

渡
が
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
基
準
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
食
品
廃

棄
物
等
の
発
生
量
（
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ

る
値
を
い
う
。
）
を
基
準
年
度
に
お
け
る
売
上
高
、

製
造
数
量
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
伴
い
生
ず
る
食
品

廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
値
（
第

二
号
に
掲
げ
る
値
と
同
じ
種
類
の
値
に
限
る
。
）
で

除
し
て
得
た
値
か
ら
前
号
に
掲
げ
る
値
を
減
じ
て
得

た
値
に
第
二
号
に
掲
げ
る
値
を
乗
じ
て
得
た
量
を
い

う
。
）

算
式

Ｆ
＋
Ｇ
＋
Ｈ
＋
Ｉ
＋
Ｊ

算
式
の
符
号

Ｆ
　
基
準
年
度
に
お
け
る
食
品
循
環
資
源
の
再
生

利
用
の
実
施
量

Ｇ
　
基
準
年
度
に
お
け
る
食
品
循
環
資
源
の
熱
回

収
の
実
施
量

Ｈ
　
基
準
年
度
に
お
け
る
食
品
廃
棄
物
等
の
減
量

の
実
施
量

Ｉ
　
基
準
年
度
に
お
け
る
食
品
循
環
資
源
の
再
生

利
用
等
以
外
の
実
施
量

Ｊ
　
基
準
年
度
に
お
け
る
食
品
廃
棄
物
等
の
廃
棄

物
と
し
て
の
処
分
の
実
施
量

五
　
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
の
実
施
量

六
　
食
品
循
環
資
源
の
熱
回
収
の
実
施
量

七
　
食
品
廃
棄
物
等
の
減
量
の
実
施
量

八
　
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
実
施
率
（
第
四

号
、
第
五
号
及
び
前
号
に
掲
げ
る
量
並
び
に
第
六
号

に
掲
げ
る
量
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
量
の

合
計
量
を
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
量
の
合
計

量
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）

九
　
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
に
よ
り
得
ら
れ
た
特

定
肥
飼
料
等
の
製
造
量
及
び
食
品
循
環
資
源
の
熱
回

収
に
よ
り
得
ら
れ
た
熱
量
（
そ
の
熱
を
電
気
に
変
換

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
気
の
量
）

十
　
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な

る
べ
き
事
項
の
遵
守
状
況
そ
の
他
の
食
品
循
環
資
源

の
再
生
利
用
等
の
促
進
の
た
め
に
実
施
し
た
取
組

十
一
　
定
型
的
な
約
款
に
よ
る
契
約
に
基
づ
き
継
続
的

に
、
商
品
を
販
売
し
、
又
は
販
売
を
あ
っ
せ
ん
し
、

か
つ
、
経
営
に
関
す
る
指
導
を
行
う
事
業
を
行
う
食

品
関
連
事
業
者
（
次
条
に
お
い
て
「
本
部
事
業
者
」

と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
条
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無

（
約
款
の
定
め
）

第
三
条
　
法
第
九
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
食
品
廃
棄
物
等
の
処
理
に
関
し
本
部
事
業
者
が
加

盟
者
を
指
導
又
は
助
言
す
る
旨
の
定
め

二
　
食
品
廃
棄
物
等
の
処
理
に
関
し
本
部
事
業
者
及
び

加
盟
者
が
連
携
し
て
取
り
組
む
旨
の
定
め

三
　
本
部
事
業
者
と
加
盟
者
と
の
間
で
締
結
し
た
約
款

以
外
の
契
約
書
に
第
一
号
又
は
前
号
の
定
め
が
記
載

さ
れ
、
当
該
契
約
書
を
遵
守
す
る
も
の
と
す
る
定
め

四
　
本
部
事
業
者
が
定
め
た
環
境
方
針
又
は
行
動
規
範

に
第
一
号
又
は
第
二
号
の
定
め
が
記
載
さ
れ
、
当
該

環
境
方
針
又
は
行
動
規
範
を
遵
守
す
る
も
の
と
す
る

定
め

五
　
食
品
廃
棄
物
等
の
処
理
に
関
し
、
法
に
基
づ
き
食

品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
を
推
進
す
る
た
め
の
措

置
を
講
ず
る
旨
記
載
さ
れ
た
、
本
部
事
業
者
が
定
め

た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
遵
守
す
る
も
の
と
す
る
定
め

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促

進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

九
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年

十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
終
了
す
る
年

度
に
係
る
定
期
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
食
品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者
の
定
期

の
報
告
に
関
す
る
省
令
別
記
様
式
の
備
考
４
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
一
一
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
終
了
す
る
年

度
に
係
る
定
期
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
食
品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者
の
定
期

の
報
告
に
関
す
る
省
令
別
記
様
式
の
備
考
４
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
三
一
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
食
品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者
の

定
期
の
報
告
に
関
す
る
省
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
同

日
以
後
に
提
出
す
る
同
条
の
報
告
書
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
月
二
六
日
財
務
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
二
日
財
務
省
・
厚

生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土

交
通
省
・
環
境
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
食
品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者
の

定
期
の
報
告
に
関
す
る
省
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
施

行
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
後
に
提
出
す
る
同

条
の
報
告
書
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
一
日
財
務
省
・
厚

生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土

交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

1



こ
の
省
令
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
三
年
四
月
三
〇
日
財
務
省
・
厚

生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土

交
通
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
（
第
１
条
関
係
）

別記様式（第１条関係）

※受理年月日 月 日

定 期 報 告 書

農林水産大臣 殿
環境大臣 殿

殿

年 月 日

住 所

氏 名
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

電話番号 － －

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第９条の規定に基づき、次のとおり報
告します。

事業者名

郵便番号 －
住所

業種

法第 9 条第 2 項に規定
する事業の有無

報告書作成
責任者氏名

表１ 食品廃棄物等の発生量（①＝⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩）

業種 発生量（ｔ）

合計

発生量の把握方法

表２ 食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値（②）

業種 売上高、製造数量等

名称 単位 値

名称 単位 値

表３ 食品廃棄物等の発生原単位（③＝①÷②）

業種 発生原単位 対前年度比（％） 基準発生原単位

発生原単位が対前
年度比で 100 ％を
超えた理由又は発
生原単位が基準発
生原単位を上回っ
た理由

表４ 食品廃棄物等の発生抑制の実施量（④＝（⑤－③）×②）

平成 19年度発生原単位 発生抑制の実施量（ｔ）
業種 （⑤＝平成 19 年度の①÷平 （④）

成 19年度の②）

合計

表５ 食品循環資源の再生利用の実施量（⑥）

業種 特定肥飼料等の種類 再生利用の実施量（ｔ）

小計

小計

合計

総計

表６ 都道府県及び市町村別の食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実施量

業 都道 市町 発生量 再生利用の実施量（ｔ）
種 府県 村名 （ｔ） 合計

名 肥料 飼料 きのこ類 炭 化 の 油 脂 ･ エタノ メタン
の栽培の 過 程 を 油脂製 ール
ために使 経 て 製 品
用される 造 さ れ
固形状の る 燃 料
培地 ・ 還 元

剤

小計

小計

合計
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表７ 食品循環資源の熱回収の実施量（⑦）

業種 熱回収の実施量（ｔ）

合計

表８ 食品廃棄物等の減量の実施量（⑧）

業種 減量の実施量（ｔ）

合計

表９ 食品循環資源の再生利用等以外の実施量（⑨）

業種 特定肥飼料等以外の製品 再生利用等以外の実施量
の種類 （ｔ）

小計

小計

合計

総計

表 10 食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量（⑩）

業種 廃棄物としての処分の実施量（ｔ）

合計

表 11 食品循環資源の再生利用等の実施率（（④＋⑥＋⑦× 0.95＋⑧）÷（①＋④）× 100
（％））

平成 19年度及び直近５年度の基準実施率（％）

平成 19年度 年度 年度 年度 年度 年度

再生利用等の実施率（％）
当年度の再生利用等の実施率

業種 再生利用等の実施率（％）

再生利用等の実施率が基
準実施率を下回った理由

表 12 再生利用の委託先又は食品循環資源の譲渡先の業者

氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）

委 託 先 住所
又 は 譲
渡 先 の 再生利用の実施量（ｔ）
業者

特定肥飼料等の種類

氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）

委 託 先 住所
又 は 譲
渡 先 の 再生利用の実施量（ｔ）
業者

特定肥飼料等の種類

表 13 熱回収により得られた熱量（その熱を電気に変換した場合にあっては、当該電
気の量）（熱回収の委託先又は食品循環資源の譲渡先における熱量又は電気の量
を含む。）

熱回収により得られた熱量又はその熱を変換して得られた電気の量
業種

熱量（ＭＪ） 電気の量（ＭＪ）

合計

氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）

委 託 先 住所
又 は 譲
渡 先 の 熱回収の実施量（ｔ）
業者

熱量（ＭＪ） 電気の量（ＭＪ）

氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）

委 託 先 住所
又 は 譲
渡 先 の 熱回収の実施量（ｔ）
業者

熱量（ＭＪ） 電気の量（ＭＪ）

表 14 判断の基準となるべき事項の遵守状況

判断の基準となるべき事項 遵守状況

食品循環資源の再生利用等の実施の原則

食品循環資源の再生利用等の優先順位に関すること

食品廃棄物等の不適正な処理を防止するための措置に関すること

食品廃棄物等の発生の抑制

食品の製造又は加工の過程における原材料の使用の合理化を行うこと

食品の流通の過程における食品の品質管理の高度化その他配送及び保管の方

法の改善を行うこと

食品の販売の過程における食品の売れ残りを減少させるための工夫を行うこ

と（例：需給予測精度の向上、売り切り（販売期限の見直しを含む。）、フー

ドバンクや福祉施設への提供）

食品の調理の過程における調理残さを減少させるための調理方法の改善を行

うこと（例：メニューの工夫）

食事の提供の過程における食べ残しを減少させるための工夫を行うこと（例

：提供量の調整、メニューの工夫、持帰りを可能にすること、食べ残しが減

少するよう利用者へ呼び掛けを行うこと）

売れ残りその他の食品廃棄物等の発生形態ごとに定期的に発生量を計測し、

その変動の状況の把握に努めること

必要に応じ細分化した実施目標を定め、計画的な食品廃棄物等の発生の抑制

に努めること

フードチェーン全体での環境負荷を低減するため、サプライヤーに対して厳

しい納品期限を課さないこと

食品循環資源の管理の基準

食品循環資源と容器包装その他の異物及び特定肥飼料等の原材料の用途に適

さない食品廃棄物等とを適切に分別すること

異物その他の特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入を

防止すること

食品循環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための

温度管理その他の品質管理を適切に行うこと

食品廃棄物等の収集又は運搬の基準

食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として利用する場合は、異物その他の

特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入を防止すること

食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として利用する場合であって、食品循

環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための温度管

理その他の品質管理を適切に行うこと

生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずること

食品廃棄物等の性状、形態又は発生の状況等に鑑み、食用に供されるものと
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誤認されるおそれがあると認められる場合に、食品廃棄物等の不適切な処理

を防止するための適切な措置を講ずること

食品廃棄物等の収集又は運搬の委託の基準

上記の基準に従って食品廃棄物等の収集又は運搬を行う者を選定すること

委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬の実施状況を定期的に把握する

こと

委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬が上記の基準に従って行われて

いない、又は委託の内容に即して行われていないと認められるときは、委託

先の変更その他必要な措置を講ずること

再生利用に係る特定肥飼料等の製造の基準

農林漁業者等の需要に適合する品質を有する特定肥飼料等の製造を行うこと

食品循環資源と容器包装その他の異物及び特定肥飼料等の原材料の用途に適

さない食品廃棄物等とを適切に分別すること

食品循環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための

温度管理その他の品質管理を適切に行うこと

食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として最大限に利用すること

異物その他の特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入の

防止その他の工程管理を適切に行うこと

食品循環資源及びそれ以外の原材料並びに特定肥飼料等の性状の分析及び管

理を適正に行い、特定肥飼料等の含有成分の安定化を図ること

生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずること

特定肥飼料等を他人に譲渡する場合には、当該特定肥飼料等が利用されずに

廃棄されることのないよう、特定肥飼料等の利用を確保すること

食品廃棄物等の性状、形態又は発生の状況等に鑑み、食用に供されるものと

誤認されるおそれがあると認められる場合に、食品廃棄物等の不適切な処理

を防止するための適切な措置を講ずること

肥料の製造を行うときは、その製造する肥料について、肥料取締法及びこれ

に基づく命令により定められた規格に適合させること

飼料の製造を行うときは、その製造する飼料について、飼料の安全性の確保

及び品質の改善に関する法律及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する

法律並びにこれらに基づく命令により定められた基準及び規格に適合させる

こと

配合飼料の製造を行うときは、粉末乾燥処理を行うこと

再生利用に係る特定肥飼料等の製造の委託及び食品循環資源の譲渡の基準

上記の基準に従って特定肥飼料等の製造を行い、かつ、当該製造を行う者の

再生利用事業の内容及び周辺地域における再生利用事業に係る公示された料

金等を踏まえ、適正な料金で再生利用事業を実施している者を選定すること

委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造及び譲渡の実施状況を定期的

に把握すること

委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造が上記の基準に従って行われ

ていない、又は委託の内容に即して行われていないと認められるときは、委

託先又は譲渡先の変更その他必要な措置を講ずること

食品循環資源の熱回収

食品循環資源を生ずる自らの工場又は事業場から七十五キロメートルの範囲

内における特定肥飼料等製造施設の有無について適切に把握し、その記録を

行うこと

食品循環資源を生ずる自らの工場又は事業場から七十五キロメートルの範囲

内に存する特定肥飼料等製造施設において、当該食品循環資源を受け入れて

再生利用することが著しく困難であることを示す状況について適切に把握

し、その記録を行うこと

熱回収を行う食品循環資源の種類及び発熱量その他の性状について適切に把

握し、その記録を行うこと

食品循環資源の熱回収により得られた熱量（その熱を電気に変換した場合に

あっては、当該電気の量）について適切に把握し、その記録を行うこと

熱回収を行う施設の名称及び所在地について適切に把握し、その記録を行う

こと

情報の提供

特定肥飼料等の利用者（特定肥飼料等の製造を委託又は食品循環資源を譲渡

している場合にあっては、当該委託先又は譲渡先）に対し、特定肥飼料等の

原材料として利用する食品循環資源について、必要な情報を提供すること

食品廃棄物等の発生量等の状況についての情報をインターネットの利用その

他の方法により提供するよう努めること

食品廃棄物等の減量

減量の実施後に残存する食品廃棄物等について、適正な処理を行うこと

費用の低減

食品循環資源の再生利用等の効率的な実施体制の整備を図ることにより、食

品循環資源の再生利用等に要する費用を低減させるよう努めること

加盟者における食品循環資源の再生利用等の促進

本部事業者は、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、加盟

者に対し、食品循環資源の再生利用等に関し必要な指導を行い、食品循環資

源の再生利用等を促進するよう努めること

加盟者は、本部事業者が実施する食品循環資源の再生利用等の促進のための

措置に協力するよう努めること

教育訓練

従業員に対して、食品循環資源の再生利用等に関する必要な教育訓練を行う

よう努めること

再生利用等の実施状況の把握及び管理体制の整備

事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等

の実施量その他食品循環資源の再生利用等の状況を適切に把握し、その記録

を行うこと

事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うこと

表 15 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となる
べき事項を定める省令（平成 13 年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省
・国土交通省・環境省令第４号）第 10 条第２項の情報の提供の方法（情報を提供
していない場合（表 17 において「有」と記入する場合は除く。）にあっては、そ
の理由）

表 16 食品循環資源の再生利用等の促進のための先進的な取組

表 17 国が公表を行うことについての同意の有無

［備考］
１ 報告書冒頭の※印を付した欄は記入しないこと。
２ 「業種」の欄には、「部分肉・冷凍肉製造業」、「肉加工品製造業」、「牛乳・乳

製品製造業」、「その他の畜産食料品製造業」、「水産缶詰・瓶詰製造業」、「海藻
加工業」、「塩干・塩蔵品製造業」、「水産練製品製造業」、「冷凍水産物製造業」、
「冷凍水産食品製造業」、「その他の水産食料品製造業」、「野菜缶詰・果実缶詰
・農産保存食料品製造業（野菜漬物製造業を除く。）」、「野菜漬物製造業」、「味
そ製造業」、「しょうゆ製造業」、「ソース製造業」、「食酢製造業」、「その他の調
味料製造業」、「甘しゃ糖製造業」、「てん菜糖製造業」、「砂糖精製業」、「ぶどう
糖・水あめ・異性化糖製造業」、「精米・精麦業」、「小麦粉製造業」、「その他の
精穀・製粉業」、「パン製造業」、「菓子製造業」、「動植物油脂製造業（食用油脂
加工業を除く。）」、「食用油脂加工業」、「でん粉製造業」、「麺類製造業」、「豆腐
・油揚製造業」、「あん類製造業」、「冷凍調理食品製造業」、「そう菜製造業」、「す
し・弁当・調理パン製造業」、「レトルト食品製造業」、「他に分類されない食料
品製造業」、「清涼飲料製造業（茶、コーヒー、果汁など残さが出るものに限る。）」、
「清涼飲料製造業（その他）」、「果実酒製造業」、「ビール類製造業」、「清酒製造
業」、「単式蒸留焼酎製造業」、「蒸留酒・混成酒製造業（単式蒸留焼酎製造業を
除く。）」、「製茶業」、「コーヒー製造業」、「米麦卸売業・雑穀卸売業」、「野菜卸
売業・果実卸売業」、「食肉卸売業」、「生鮮魚介卸売業」、「その他の農畜産物・
水産物卸売業」、「食料・飲料卸売業（飲料を中心とするものに限る。）」、「食料
・飲料卸売業（飲料を中心とするものを除く。）」、「各種食料品小売業」、「野菜
・果実小売業」、「食肉小売業（卵・鳥肉を除く。）」、「卵・鳥肉小売業」、「鮮魚
小売業」、「酒小売業」、「菓子・パン小売業」、「コンビニエンスストア」、「その
他の飲食料品小売業（コンビニエンスストアを除く。）」、「食堂・レストラン（麺
類を中心とするものを除き、すし店を含む。）」、「食堂・レストラン（麺類を中
心とするものに限り、そば・うどん店を含む。）」、「居酒屋等」、「喫茶店」、「フ
ァーストフード店」、「その他の飲食店（ファーストフード店を除く。）」、「持ち
帰り・配達飲食サービス業（給食事業を除く。）」、「給食事業」、「沿海旅客海運
業」、「内陸水運業」、「結婚式場業」及び「旅館業」のうち、該当するものを全
て記入すること。

３ また、「法第９条第２項に規定する事業の有無」の欄には、該当する場合にあ
っては「有」を、該当しない場合にあっては「無」を記入すること。

４ 「報告書作成責任者氏名」の欄には、本報告書の作成を担当した者の所属部署
及び氏名を記入すること。

５ 表１の食品廃棄物等の発生量については、法第９条第２項に掲げる食品関連事
業者にあっては、加盟者の食品廃棄物等の発生量も含めた量を記入すること。

６ 表２において、食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値として、「売上高」、
「製造数量」又は「その他の食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値」のい
ずれかについて、最も適切な値を選択し、その名称、単位及び数値を記入するこ
と。

なお、「食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値」を前年度より変更しよ
うとする場合は、変更後の「食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値」につ
いては、平成 19 年度以前（平成 20 年度以降に新たに食品関連事業者の事業を開
始した場合又は食品関連事業者が合併、分割、相続若しくは譲渡により他の食品
関連事業者から当該事業者の事業を継承した場合には、当該事業を開始した日の
属する年度又は合併、分割、相続若しくは譲渡があった日の属する年度）からそ
の数値を把握しているものに限るものとし、表３の対前年度比及び表１１の基準
実施率の数値は、変更後の「食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値」によ
って算出される数値を記入すること。

７ 表３の「基準発生原単位」が定められていない場合は、「該当なし」と記入す
ること。

８ 表３の発生原単位の対前年度比が 100 ％を超えた場合又は発生原単位が基準発
生原単位を上回った場合は、その理由について記入すること。

９ 表４の「平成 19 年度発生原単位」の欄には、平成 20 年度以降に新たに食品関
連事業者の事業を開始した場合又は食品関連事業者が合併、分割、相続若しくは
譲渡により他の食品関連事業者から当該事業者の事業を承継した場合には、当該
事業を開始した日の属する年度又は合併、分割、相続若しくは譲渡があった日の
属する年度の発生原単位を記入すること。

10 表９の食品循環資源の再生利用等以外の実施量については、事業活動に伴い生

4



じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用された食
品循環資源の量及び特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用するために譲渡
された食品循環資源の量の合計量を記入すること。

11 表 11 の「平成 19 年度及び直近５年度の基準実施率（％）」の欄には、平成 19
年度及び直近５年度（当年度を含む。）における食品循環資源の再生利用等の促
進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令（平成 13
年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第４
号）第２条に規定する基準実施率を記入すること。

また、食品循環資源の再生利用等の実施率が基準実施率を下回った場合は、そ
の理由について記入すること。

12 表 14 の「遵守状況」の欄には、「適」、「不適」又は「該当しない」のいずれか
を記入すること。

13 表 15 において、情報の提供の方法がインターネットによるものである場合に
あってはそのホームページアドレス（二次元コードその他のこれに代わるものを
含む。）を記入すること。

14 表 17 において、当該定期報告の内容のうち事業者名、表３の発生原単位、表 11
の当年度の再生利用等の実施率、表 14 の遵守状況及び表 16 の取組内容を国が公
表することに同意する場合にあっては「有」を、同意しない場合にあっては「無」
を記入すること。

5


